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旧
法
党
再
考

1
呂
公
著
・
萢
純
仁
と
司
馬
光
を
手
懸
り
と
し
て
！

毛
　
塚
　
康
　
明

は
じ
め
に

　
「
改
革
」
は
何
の
為
に
行
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
「
改
革
」
の
際
に

は
必
ず
反
対
派
が
出
現
す
る
。

　
十
一
世
紀
後
半
、
宋
朝
六
代
目
の
皇
帝
神
宗
は
、
文
治
主
義
政
策
に
よ
る
弊

害
を
除
去
す
べ
く
王
安
石
を
登
用
し
、
所
謂
新
法
に
よ
る
改
革
を
進
め
さ
せ
た
。

王
安
石
の
改
革
は
、
財
政
・
軍
事
面
に
留
ま
ら
ず
官
吏
登
用
法
や
官
制
の
整
備

に
ま
で
至
る
が
、
こ
れ
ら
の
改
革
に
反
対
を
唱
え
た
の
が
旧
法
党
と
言
わ
れ
た

保
守
官
僚
た
ち
で
あ
る
。
従
来
、
旧
法
党
と
、
王
安
石
の
改
革
に
賛
同
し
た
新

法
党
と
の
対
立
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
北
方
出
身
の
豪
族
層
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
た
旧
法
党
と
富
裕
な
ら
ざ
る
南
方
出
身
の
新
法
党
と
の
利
害
関
係
に
基
づ
く

と
か
、
学
風
の
対
立
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
も
っ

て
し
て
は
十
分
に
説
明
の
で
き
な
い
例
外
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。

　
拙
稿
「
旧
法
党
官
僚
蘇
輯
」
（
『
陶
沫
集
4
』
】
九
八
四
年
）
・
「
旧
法
党
官
僚

再
考
－
蘇
賦
を
手
懸
り
と
し
て
ー
」
（
『
陶
沫
集
5
』
一
九
八
七
年
）
の
二

編
は
、
旧
法
党
の
中
で
特
異
な
言
動
を
と
っ
た
蘇
轍
を
通
し
て
、
従
来
の
旧
法

党
イ
コ
ー
ル
反
改
革
派
と
い
う
解
釈
の
枠
の
中
に
収
め
ら
れ
な
い
旧
法
党
官
僚

に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
四
川
の
中
小
地
主
出
身
で
あ
り

な
み
な
み
な
ら
ぬ
改
革
意
欲
を
持
っ
て
い
た
蘇
転
が
、
改
革
に
乗
り
出
し
た
王

安
石
と
対
立
す
る
原
因
を
探
っ
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
王
安
石
が
制
置
三
司
条

例
司
を
設
置
し
新
法
の
立
案
を
開
始
し
た
の
が
煕
寧
二
（
皿
〇
六
九
）
年
の
二
月
。

同
じ
月
に
父
蘇
洵
の
喪
が
明
け
た
蘇
転
・
蘇
轍
兄
弟
は
京
師
に
戻
っ
た
。
二
度

の
服
喪
と
新
し
い
任
用
規
定
に
よ
り
活
躍
の
機
会
を
逸
し
て
い
た
蘇
転
に
と
り
、

改
革
を
提
唱
す
る
神
宗
の
即
位
に
は
期
す
る
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、

新
た
な
役
職
は
判
官
告
院
。
煕
寧
四
年
に
は
神
宗
が
蘇
韓
を
同
修
起
居
注
に
抜

擢
し
よ
う
と
し
た
が
権
開
封
府
推
官
に
留
め
ら
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
任
官
は
王

安
石
の
意
向
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
弟
の
蘇
轍
は
、
王
安
石
の

推
薦
で
改
革
の
中
枢
と
も
い
え
る
制
置
三
司
条
例
司
検
詳
文
字
官
と
な
る
。
こ

の
対
照
的
任
官
よ
り
、
蘇
賦
の
王
安
石
に
対
す
る
反
発
の
原
因
は
、
出
身
等
よ

り
も
多
分
に
個
人
的
感
情
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
結
論
づ
け
た
。
後
者
は
、

神
宗
が
没
し
た
元
豊
八
（
一
〇
八
五
）
年
以
後
の
元
祐
更
化
期
に
、
蘇
転
と
旧
法

党
の
リ
ー
ダ
ー
司
馬
光
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
募
役
法
存
続
を
め
ぐ
る
論
争
が
、
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「
洛
蜀
党
議
」
と
い
わ
れ
る
旧
法
党
内
部
の
抗
争
に
発
展
し
て
い
く
中
か
ら
、

旧
法
党
官
僚
の
実
像
に
迫
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
司
馬
光
の
主
導
に
よ
り

短
期
間
に
新
法
が
全
廃
さ
れ
た
こ
と
や
以
後
し
ば
し
ば
新
法
党
・
旧
法
党
の
政

権
交
代
劇
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
中
で
元
祐
党
籍
碑
が
作
ら
れ
た
こ

と
な
ど
か
ら
、
旧
法
党
は
共
通
の
利
害
関
係
に
よ
り
成
立
し
た
　
枚
岩
の
如
き

集
団
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
際
の
旧
法
党
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
募
役
法
の
利
点
を
認
識
し
、
司
馬
光
に
よ
る
募
役
法
廃
止
に

反
対
し
た
の
は
蘇
転
だ
け
で
は
な
く
、
萢
純
仁
・
呂
陶
・
李
常
等
が
お
り
、
ま

た
新
法
見
直
し
は
募
役
法
の
み
な
ら
ず
保
甲
法
に
つ
い
て
も
行
わ
れ
、
萢
純
仁

や
王
存
は
保
甲
法
廃
止
に
反
対
し
た
。
さ
ら
に
司
馬
光
の
死
後
始
ま
る
「
洛
蜀

党
議
」
は
、
煕
寧
期
に
お
け
る
新
法
党
と
旧
法
党
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
誹
諺

中
傷
合
戦
と
な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
様
相
を
呈
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
旧
法
党
と
は
何
か
。
旧
法
党
と
は
如
何
な
る
集
団
で
あ
っ
た
の
か
。
元
祐
更

化
期
、
旧
法
党
内
に
募
役
法
等
に
対
し
一
定
の
評
価
を
下
し
た
官
僚
が
存
在
し

た
こ
と
は
右
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
蘇
献
が
元
祐
三
（
一
〇
八
八
）
年
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

九
日
上
奏
し
た
「
大
雪
論
差
役
不
便
割
子
」
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
有
り
、
非

常
に
興
味
深
い
。

　
臣
毎
見
呂
公
著
・
安
壽
∵
呂
大
防
・
萢
純
仁
、
皆
言
差
役
不
便
。

司
馬
光
の
上
奏
に
よ
り
募
役
法
廃
止
の
勅
が
下
さ
れ
た
の
は
元
祐
元
年
二
月
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

日
。
そ
れ
か
ら
丸
二
年
を
経
て
も
蘇
転
は
差
役
法
復
活
に
異
を
唱
え
て
い
る
。

さ
ら
に
同
じ
意
見
を
持
つ
者
と
し
て
四
人
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
四
人
は

旧
法
党
の
重
鎮
と
し
て
官
を
極
め
宰
執
に
ま
で
至
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
。
小
論

で
は
、
こ
の
四
人
の
中
か
ら
比
較
的
史
料
が
豊
富
な
呂
公
著
・
萢
純
仁
の
二
人

を
選
び
、
元
祐
更
化
期
、
こ
の
二
人
が
旧
法
党
の
首
領
司
馬
光
と
の
間
に
新
法

廃
止
を
め
ぐ
り
ど
の
よ
う
な
意
見
の
異
同
が
あ
っ
た
か
を
見
な
が
ら
、

と
は
如
何
な
る
集
団
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
直
し
て
み
た
い
。

二
　
呂
公
著
と
司
馬
光

旧
法
党

　
『
宋
史
』
巻
三
三
六
、
列
伝
第
九
五
は
、
司
馬
光
伝
と
呂
公
著
伝
で
編
ま
れ

て
い
る
。
元
祐
元
（
一
〇
八
六
）
年
の
両
伝
に
共
通
す
る
部
分
を
抜
き
出
し
て
み

よ
う
。

　
　
元
祐
元
年
復
得
疾
、
詔
朝
会
再
拝
、
勿
舞
躇
。
時
青
苗
・
免
役
・
将
官
之

　
法
猶
在
、
而
西
戎
之
議
未
決
。
光
嘆
日
、
四
患
未
除
、
吾
死
不
瞑
目
　
。
折

　
簡
与
呂
公
著
云
、
光
以
身
付
医
、
以
家
事
付
愚
子
、
惟
国
事
未
有
所
託
、
今

　
以
属
公
。
乃
論
免
役
五
害
、
乞
直
降
勅
罷
之
。

　
　
元
祐
元
年
、
拝
尚
書
右
僕
射
兼
中
書
侍
郎
。
…
…
（
中
略
）
…
…
与
司
馬
光

　
同
心
輔
政
、
推
本
先
帝
之
志
、
凡
欲
革
而
未
暇
与
革
而
未
定
者
、
一
一
挙
行

　
之
。
民
謹
呼
鼓
舞
、
威
以
為
便
。
光
莞
、
独
当
国
、
除
吏
皆
一
時
之
選
。

前
者
は
司
馬
光
伝
で
あ
り
、
後
者
は
呂
公
著
伝
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
読
み
と
れ

る
こ
と
は
、
司
馬
光
と
呂
公
著
は
心
同
じ
く
し
て
政
務
に
あ
た
っ
た
こ
と
、
罹

病
し
死
期
の
近
づ
い
た
司
馬
光
は
み
ず
か
ら
の
後
継
者
と
し
て
呂
公
著
を
指
名

し
後
事
つ
ま
り
新
法
の
廃
止
を
託
し
た
こ
と
、
司
馬
光
の
死
後
は
呂
公
著
が
独

り
そ
の
責
務
を
遂
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
呂
公
著
伝
の
終
わ
り
の
部
分
に

は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
明
年
二
月
莞
、
年
七
十
二
。
太
皇
太
后
見
輔
臣
泣
日
、
邦
国
不
幸
、
司
馬
、

　
相
公
既
亡
、
呂
司
空
復
逝
。
痛
閲
久
之
。
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論
日
…
…
（
中
略
）
…
…
司
馬
光
疾
甚
、
諄
諄
焉
以
国
事
為
託
、
当
時
廷
臣
、

　
莫
公
著
若
也
審
　
。

列
伝
の
著
者
は
、
呂
公
著
は
司
馬
光
に
並
ぶ
名
臣
で
あ
っ
た
と
し
て
宣
仁
太
皇

太
后
の
言
を
載
せ
、
司
馬
光
の
後
継
者
に
な
り
う
る
人
物
は
呂
公
著
の
み
で
あ

っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
呂
公
著
伝
を
司
馬
光
伝
に
続
け
、
合
わ
せ
て
列
伝
第
九

五
と
し
た
の
も
そ
の
よ
う
な
評
価
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
。
列
伝
か
ら
は
、
蘇
輯

の
「
大
雪
論
差
役
不
便
割
子
」
に
表
わ
れ
る
差
役
の
不
便
を
言
う
呂
公
著
の
姿

は
ま
っ
た
く
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
は
た
し
て
、
司
馬
光
と
呂
公
著
の

間
に
は
、
政
策
上
の
対
立
、
新
法
廃
止
に
関
す
る
意
見
の
相
違
は
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
（
以
下
『
長
編
』
と
約
す
）
巻
三
五
七
、
元

豊
八
年
六
月
二
八
日
の
呂
公
著
の
上
奏
文
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
臣
伏
思
先
帝
初
即
位
、
召
臣
充
翰
林
学
士
、
当
時
親
見
先
帝
至
誠
求
治
、

　
嘗
令
臣
草
詔
書
、
以
寛
民
力
為
意
。
自
王
安
石
乗
政
、
変
易
旧
法
、
群
臣
有

　
論
其
非
者
、
便
指
以
為
沮
壊
法
度
、
必
加
廃
斥
。
自
是
青
苗
・
免
役
之
法
行

　
而
奪
民
之
財
尽
、
保
甲
・
保
馬
之
法
行
而
用
民
之
力
端
、
市
易
・
茶
塩
之
法

　
行
而
奪
民
之
利
悉
、
若
此
之
類
甚
衆
。
今
陛
下
既
已
深
知
其
弊
、
至
公
独
断
、

　
不
為
衆
論
所
惑
、
則
更
張
之
際
、
当
須
有
術
、
不
在
倉
卒
。
且
如
青
苗
之
法
、

　
但
罷
遂
年
比
較
、
其
官
司
既
不
遽
功
、
百
姓
自
免
抑
勒
之
患
。
免
役
之
法
、

　
当
少
取
寛
剰
之
数
、
度
其
差
雇
所
宜
、
無
令
下
戸
虚
有
輸
納
、
上
戸
取
其
財
、

　
中
戸
取
其
力
、
則
公
私
自
然
均
済
。
保
甲
之
法
、
止
令
就
冬
月
農
隙
教
習
、

　
傍
只
委
本
路
監
司
提
按
、
既
不
至
妨
農
害
民
、
則
衆
庶
梢
得
安
業
、
無
転
為

　
盗
賊
之
患
。
如
此
三
事
、
並
須
別
定
良
法
、
以
為
長
久
之
利
。
至
於
保
馬
之

　
法
、
先
朝
已
知
有
司
奉
行
之
謬
、
市
易
法
、
先
帝
尤
覚
其
有
害
而
無
利
、
及

　
福
建
・
江
南
等
路
配
売
茶
・
塩
過
多
、
彼
方
之
民
、
殆
不
聯
生
、
倶
非
朝
廷

　
本
意
、
恐
当
一
切
罷
去
。
而
南
方
塩
法
、
三
路
保
甲
、
尤
宜
先
革
者
也
。
以

　
上
数
事
、
皆
略
陳
大
概
、
其
他
詳
悉
、
非
書
所
能
尽
。

呂
公
著
は
、
保
馬
法
や
市
易
法
と
は
一
線
を
画
し
、
青
苗
法
・
募
役
法
・
保
甲

法
の
三
法
に
つ
い
て
は
弊
害
を
認
め
な
が
ら
も
一
定
の
評
価
を
下
し
、
か
つ
修

正
と
存
続
を
主
張
し
て
い
る
。
青
苗
法
に
つ
い
て
は
、
地
方
官
が
農
民
へ
の
貸

付
け
実
績
を
前
年
よ
り
上
げ
る
こ
と
に
汲
々
と
し
て
い
る
の
で
そ
れ
を
や
め
さ

せ
れ
ば
、
強
制
貸
付
け
が
な
く
な
り
、
農
民
に
よ
っ
て
患
と
な
ら
な
い
だ
ろ
う

こ
と
。
募
役
法
に
つ
い
て
は
、
免
役
銭
は
上
等
戸
か
ら
徴
収
し
、
中
等
戸
に
は

職
役
を
行
わ
せ
る
な
ど
、
農
民
の
希
望
に
応
ず
る
べ
き
こ
と
。
保
甲
法
に
つ
い

て
は
、
冬
の
農
閑
期
に
の
み
軍
事
訓
練
を
行
い
農
作
業
を
妨
害
し
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
、
と
述
べ
て
い
る
。
元
祐
更
化
以
後
、
旧
法
党
内
で
、
募
役
法
に
つ

い
て
、
修
正
を
含
め
存
続
を
主
張
し
差
役
法
の
復
活
に
反
対
し
た
官
僚
が
少
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
『
宋
史
』
な
ど
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、

青
苗
法
と
保
甲
法
に
つ
い
て
も
肯
定
的
な
意
見
を
述
べ
た
人
物
と
な
る
と
、
こ

の
呂
公
著
と
次
章
で
取
上
げ
る
萢
純
仁
以
外
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ

の
上
奏
文
を
読
む
限
り
で
は
、
『
長
編
』
の
呂
公
著
と
『
宋
史
』
列
伝
の
呂
公

著
と
は
全
く
の
別
人
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

　
さ
て
、
『
長
編
』
に
は
呂
公
著
の
上
奏
に
続
け
て
次
の
よ
う
な
興
味
あ
る
内

容
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
太
皇
太
后
封
公
著
割
子
付
司
馬
光
、
詳
所
陳
更
張
利
害
、
有
無
兼
済
之
才
、

　
直
書
当
与
不
当
以
聞
。
光
奏
、
臣
自
公
著
到
京
、
止
於
都
堂
衆
中
一
見
、
自

　
後
未
嘗
私
見
及
有
簡
帖
往
来
。
公
著
所
陳
、
与
臣
所
欲
言
者
、
正
相
符
合
。

　
蓋
由
天
下
之
人
、
皆
欲
如
此
、
臣
与
公
者
但
具
衆
心
奏
聞
耳
。
…
…
（
中
略
）

　
…
…
伏
望
陛
下
察
公
著
所
陳
、
参
以
臣
所
上
実
封
奏
状
、
若
与
之
同
者
、
断
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志
行
之
、
勿
復
有
疑
、
臣
見
太
平
之
功
、
不
日
可
見
　
。
公
著
一
言
而
天
下

　
受
其
利
、
可
謂
有
兼
済
才
、
所
言
無
有
不
当
。
惟
有
保
甲
一
事
、
欲
就
農
隙

　
教
習
、
臣
愚
以
朝
廷
既
知
其
為
害
於
民
、
無
益
於
国
、
便
当
廃
罷
、
更
安
用

　
教
習
。

呂
公
著
の
上
奏
文
を
読
ん
だ
太
皇
太
后
が
、
呂
公
著
の
人
柄
・
政
治
家
と
し
て

の
才
能
の
有
無
、
上
奏
文
の
内
容
の
当
否
に
つ
い
て
司
馬
光
に
尋
ね
た
と
い
う
。

そ
れ
に
応
え
て
司
馬
光
は
、
呂
公
著
そ
の
人
と
そ
の
上
奏
文
の
内
容
に
高
い
評

価
を
下
し
な
が
ら
も
、
保
甲
法
の
存
続
に
の
み
反
対
し
て
い
る
。
『
長
編
』
の

注
で
は
こ
の
司
馬
光
の
上
奏
文
の
日
付
は
七
月
一
日
と
な
っ
て
い
る
。
呂
公
著

の
上
奏
か
ら
わ
ず
か
三
日
ほ
ど
後
の
こ
と
で
あ
る
。
短
時
間
で
の
上
奏
で
あ
る

が
た
め
に
司
馬
光
は
呂
公
著
の
上
奏
文
を
よ
く
検
討
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

呂
公
著
の
青
苗
法
・
募
役
法
存
続
の
意
見
を
見
落
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま

た
、
保
甲
法
の
廃
止
が
七
月
六
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ

て
司
馬
光
は
、
ま
ず
保
甲
法
だ
け
で
も
即
座
に
廃
止
し
た
か
っ
た
の
で
は
と
も

想
像
し
う
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
司
馬
光
も
青
苗
法
・
募

役
法
に
対
し
て
は
、
特
に
青
苗
法
に
対
し
て
は
、
あ
る
程
度
肯
定
的
見
解
を
持

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
章
で
述
べ
る
こ

と
と
し
て
、
結
果
か
ら
見
れ
ば
新
法
は
約
一
年
の
間
に
全
廃
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、

旧
法
党
の
中
心
人
物
と
み
な
さ
れ
た
司
馬
光
・
呂
公
著
さ
え
も
、
一
部
と
は
い

え
新
法
の
有
効
性
を
認
識
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
旧
法
党
と
は
一
体
ど
の

よ
う
な
集
団
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
す
ま
す
不
可
解
な
存
在
と
な
っ
て
し
ま
う
。

三
　
萢
純
仁
と
司
馬
光

『
長
編
』
巻
三
五
八
に
よ
る
と
、
呂
公
著
が
青
苗
・
募
役
・
保
甲
法
の
存
続

を
上
奏
し
た
翌
月
、
元
豊
八
（
一
〇
八
五
）
年
七
月
六
日
に
、
府
界
三
路
の
団
教

が
罷
め
ら
れ
て
い
る
。
『
長
編
』
は
＝
一
日
後
の
庚
戌
の
項
に
、
上
奏
日
不
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
注
を
つ
け
な
が
ら
萢
純
仁
の
次
の
よ
う
な
上
奏
文
を
載
せ
て
い
る
。

　
　
臣
伏
韻
提
挙
保
甲
司
牒
、
準
枢
密
院
割
子
指
揮
、
鈴
東
保
甲
子
弟
、
不
令

　
聚
集
飲
博
、
即
遇
閑
暇
、
干
本
家
閲
習
事
芸
。
窃
縁
保
甲
毎
月
錐
蒙
指
揮
併

　
教
両
日
或
三
日
、
比
之
自
来
日
数
全
少
、
然
未
免
往
来
聚
集
、
有
妨
農
務
。

　
蓋
子
弟
慣
入
鎮
市
、
漸
喜
溝
惰
、
託
以
修
葺
弓
弩
箭
器
、
或
期
約
同
保
私
閲

　
為
名
、
不
肯
専
意
生
業
、
官
司
及
父
兄
終
難
鈴
束
覚
察
。
自
古
三
時
務
農
、

　
一
事
講
武
、
又
日
、
皆
干
農
隙
以
講
事
、
此
古
人
不
易
之
法
、
所
以
東
作
西

　
成
、
得
尽
其
力
、
三
年
之
食
可
足
・
使
武
事
不
廃
、
民
力
不
窮
。
三
代
興
王
、

　
同
此
道
也
。
蓋
農
事
播
種
敏
穫
、
不
可
少
有
失
時
、
常
若
憲
盗
之
至
、
苛
一

　
日
意
期
、
或
致
終
歳
之
閾
、
則
職
在
勧
農
者
所
当
申
陳
也
。
臣
今
欲
乞
応
三

　
路
教
閲
保
甲
、
計
一
歳
合
教
日
数
、
併
就
農
閑
之
月
。
其
余
月
分
、
並
帰
農

　
業
、
則
官
司
与
父
老
易
為
拘
管
。

保
甲
法
に
お
け
る
軍
事
訓
練
は
、
原
則
と
し
て
農
閑
期
に
行
う
こ
と
と
な
っ
て

い
た
が
、
元
豊
の
末
頃
か
ら
は
毎
月
二
日
な
い
し
は
三
日
と
な
り
、
訓
練
の
効

果
が
あ
が
ら
な
い
ば
か
り
か
、
若
者
が
繁
華
街
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て

生
業
に
専
念
し
な
く
な
っ
た
り
、
訓
練
に
よ
り
農
作
業
が
中
断
さ
れ
る
等
の
弊

害
が
生
じ
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
、
年
間
の
訓
練
日
数
を
計
算
し
、
ま
と
め
て

冬
の
農
閑
期
に
行
え
ば
効
果
も
あ
が
り
、
農
事
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
も
あ
る

ま
い
と
い
っ
て
い
る
。
内
容
的
に
は
、
前
章
で
紹
介
し
た
呂
公
著
の
上
奏
と
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
る
。
『
長
編
』
で
は
こ
の
上
奏
の
日
付
け
を
不
明
と
し
な
が
ら
も
、

保
甲
法
廃
止
一
二
日
後
の
七
月
一
八
日
の
部
分
に
入
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
保

甲
法
廃
止
に
つ
い
て
旧
法
党
内
部
で
意
見
が
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
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こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
『
宋
史
』
巻
三
四
一
、
列
伝
第
一
〇
〇
の
王
存
伝
に

は
、　

　
有
建
議
罷
教
畿
内
保
甲
者
、
存
言
、
今
京
師
兵
籍
益
削
、
又
廃
保
甲
不
教
、

　
非
国
家
根
本
久
長
之
計
。
且
先
帝
不
揮
難
而
為
之
、
既
已
就
緒
、
無
故
而
廃

　
之
、
不
可
。

　
（
5
）

と
あ
り
、
王
存
は
軍
事
費
削
減
の
面
か
ら
保
甲
法
の
存
続
を
主
張
し
、
保
甲
法

廃
止
論
に
は
根
拠
が
な
い
か
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
見
は
多

数
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
も
当
時
の
旧
法
党
の
足
並

み
の
乱
れ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
、
保
甲
法
に
つ
い
て
は
意
見
が
食
違
っ
た
萢
純
仁
と
司
馬
光
の
間
で
、

一
時
的
に
意
見
の
一
致
を
み
た
こ
と
が
あ
る
。
青
苗
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。

『
宋
史
』
巻
一
七
六
、
志
第
一
二
九
、
食
貨
上
四
、
常
平
・
義
倉
の
元
祐
元
年

の
頃
、
青
苗
法
廃
止
ま
で
の
経
緯
の
記
載
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
元
祐
元
年
、
詔
提
挙
官
累
年
積
蓄
銭
穀
財
物
、
尽
椿
作
常
平
銭
物
、
委
提

　
点
刑
獄
交
管
、
依
旧
常
平
倉
法
行
之
。
罷
各
県
専
置
主
簿
。
四
月
、
再
立
常

　
平
銭
穀
給
敏
出
息
之
法
、
限
二
月
或
正
月
以
散
及
一
半
為
額
、
民
間
糸
麦
豊

　
熟
、
随
夏
税
先
納
所
輸
之
半
、
願
伴
納
者
止
出
息
｝
分
。
左
司
諌
王
巖
嬰
・

　
監
察
御
史
上
官
均
・
右
正
言
王
醒
・
左
司
諌
蘇
轍
・
御
史
中
丞
劉
摯
交
章
論

　
復
行
青
苗
之
非
。
…
…
（
中
略
）
…
…
中
書
舎
人
蘇
轍
不
書
録
黄
、
奏
日
、
煕

　
寧
之
法
、
未
嘗
不
禁
抑
配
、
而
其
害
至
此
。
民
家
量
入
為
出
、
錐
貧
亦
足
、

　
若
令
分
外
得
銭
、
則
費
用
自
広
。
況
子
弟
欺
護
父
兄
、
人
戸
冒
名
詐
請
、
似

　
此
本
非
抑
配
。
臣
謂
以
散
及
一
半
為
額
、
与
煕
寧
無
異
。
今
許
人
願
請
、
未

　
免
設
法
岡
民
、
使
快
一
時
非
理
之
用
、
而
不
慮
後
日
催
納
之
患
。
二
者
皆
非

　
良
法
、
相
去
無
幾
。
今
已
行
常
平
羅
耀
之
法
、
恵
民
之
外
、
官
亦
梢
利
、
何

　
用
二
分
之
息
、
以
質
無
窮
之
怨
。
於
是
王
巖
聖
・
蘇
轍
・
朱
光
庭
・
王
醒
等

　
復
言
、
臣
等
屡
有
封
事
、
乞
罷
青
苗
、
皆
不
蒙
付
外
。
願
尽
付
三
省
、
公
議

　
得
失
。
初
、
同
知
枢
密
院
萢
純
仁
以
国
用
不
足
、
建
請
復
散
青
苗
銭
、
四
月

　
之
詔
、
蓋
純
仁
意
也
。
時
司
馬
光
以
疾
在
告
、
已
而
台
諌
皆
言
其
非
、
不
報
。

　
光
尋
奏
乞
約
束
州
県
抑
配
、
蘇
賦
又
緻
奏
、
乞
尽
罷
之
。
光
始
大
悟
、
遂
力

　
疾
入
対
。
尋
詔
、
常
平
銭
穀
、
止
令
州
県
依
旧
法
　
時
耀
耀
、
青
苗
銭
更
不

　
支
俵
。
除
旧
欠
二
分
之
息
、
元
支
本
銭
験
見
欠
多
少
、
分
料
次
随
二
税
輸
納
。

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

元
祐
元
年
閏
二
月
八
日
の
詔
で
、
青
苗
法
に
よ
る
貸
付
け
を
止
め
、
旧
の
常
平

倉
法
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
四
月
二
六
日
に
、
貸
付
け
額
や
利
息
を
従
来

の
半
分
に
す
る
等
の
条
件
で
青
苗
法
が
一
時
的
に
復
活
し
た
。
こ
の
復
活
は
、

財
源
不
足
解
消
の
た
め
に
、
萢
純
仁
の
意
向
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
。
四

月
下
旬
、
司
馬
光
は
病
気
で
休
暇
を
取
っ
て
お
り
、
王
巖
嬰
等
台
諌
の
青
苗
法

反
対
の
意
見
は
司
馬
光
の
も
と
へ
届
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
司
馬
光
は
萢

純
仁
の
考
え
に
賛
同
し
、
地
方
官
に
よ
る
強
制
貸
付
け
の
取
締
り
を
乞
う
上
奏

を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
措
置
に
対
し
、
蘇
輯
は
八
月
四
日
「
乞
不
給
散
青
苗
銭

　
（
7
）

斜
状
」
と
い
う
上
奏
を
行
い
、
強
制
貸
付
け
を
防
止
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

多
少
財
政
を
潤
し
た
と
し
て
も
民
衆
の
強
い
反
感
を
買
う
こ
と
に
な
る
の
で
即

時
青
苗
法
を
廃
止
す
べ
し
と
主
張
し
た
。
結
果
と
し
て
、
蘇
輯
の
こ
の
上
奏
が

司
馬
光
を
動
か
し
、
八
月
六
日
司
馬
光
の
上
奏
に
よ
り
青
苗
法
は
廃
止
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
前
章
で
紹
介
し
た
呂
公
著
の
上
奏
文
と
、
そ
れ
に
対
し

た
司
馬
光
の
反
応
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
青
苗
法
・
募
役
法
・
保
甲

法
の
三
法
に
つ
い
て
、
弊
害
を
指
摘
し
な
が
ら
も
一
定
の
評
価
を
下
し
、
修
正

の
う
え
存
続
を
求
め
た
呂
公
著
の
意
見
に
対
し
、
司
馬
光
は
保
甲
法
に
つ
い
て

の
み
即
時
廃
止
す
べ
し
と
答
え
た
こ
と
で
あ
る
。
司
馬
光
も
そ
れ
な
り
に
青
苗
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法
を
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
司
馬
光
と
い
う
と
、
旧
法
党
の
領
袖
で
あ
り
、

新
法
に
は
こ
と
ご
と
く
反
対
し
た
頑
迷
な
保
守
派
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
付
き
ま

と
う
の
だ
が
、
実
際
の
姿
は
や
や
異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま

た
、
「
倍
称
の
息
」
と
い
わ
れ
た
法
外
な
利
息
に
よ
り
零
細
な
自
作
農
や
佃
戸

か
ら
収
奪
を
繰
返
し
て
い
た
大
地
主
た
ち
に
と
っ
て
、
青
苗
法
は
不
要
、
い
や

邪
魔
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
青
苗
法
の
廃
止
は
、
一

連
の
新
法
廃
止
の
中
で
最
も
遅
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
司
馬
光
を
始
め
と
し

て
旧
法
党
内
部
に
か
な
り
の
論
争
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
ま
た
、
『
通
鑑
長
編
紀
事
本
末
』
巻
＝
○
、
「
青
苗
」
よ
り
青
苗
法
廃
止
の

記
事
の
最
後
の
部
分
を
見
て
み
よ
う
。
大
筋
は
『
宋
史
』
食
貨
志
と
同
で
あ
る
。

　
　
初
、
同
知
枢
密
院
萢
純
仁
以
国
用
不
足
、
建
請
復
散
青
苗
銭
、
…
…
（
中

　
略
）
…
…
光
尋
具
割
子
、
乞
約
束
州
県
抑
配
者
。
蘇
輯
又
緻
奏
、
乞
尽
罷
之
。

　
光
始
大
悟
、
遂
力
疾
入
対
、
於
簾
前
日
、
近
日
不
知
是
何
好
邪
勧
陛
下
復
行

　
此
事
。
純
仁
失
色
、
却
立
不
敢
言
。
青
苗
銭
遂
罷
、
不
復
散
。

こ
こ
か
ら
は
、
蘇
転
の
上
奏
に
よ
っ
て
態
度
を
豹
変
さ
せ
、
青
苗
法
復
活
の
責

を
一
人
萢
純
仁
に
負
わ
せ
よ
う
と
す
る
司
馬
光
の
無
節
操
ぶ
り
と
、
皇
帝
の
目

前
で
諺
ら
れ
て
顔
色
を
失
い
、
怒
り
を
こ
ら
え
な
が
ら
席
を
立
つ
萢
純
仁
の
孤

独
感
が
読
み
と
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
宋
史
』
食
貨
志
の
青
苗
法
廃
止
の
記
述
に
は
、
も
う
一
つ
注

意
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
蘇
賦
と
萢
純
仁
の
関
係
で
あ
る
。
蘇
輯
と
紳
7
0

純
仁
は
、
役
法
を
め
ぐ
る
論
争
で
は
募
役
法
擁
護
派
で
あ
る
。
差
役
法
の
復
活

を
主
張
す
る
司
馬
光
と
対
立
す
る
様
子
は
、
『
宋
史
』
の
列
伝
で
も
明
確
に
読

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
宋
史
紀
事
本
末
』
巻
四
五
「
洛
蜀
党
議
」

を
読
む
と
、
元
祐
二
年
一
〇
月
の
頃
に
、

　
　
冬
十
月
、
艇
右
司
諌
費
易
。
時
程
願
・
蘇
輯
交
悪
、
其
党
互
相
攻
許
。
易

　
因
劾
呂
陶
党
賦
兄
弟
、
語
侵
文
彦
博
・
萢
純
仁
。
太
后
怒
、
欲
峻
責
易
。

と
あ
り
、
洛
党
の
頁
易
が
、
呂
陶
を
蘇
賦
の
党
、
蜀
党
で
あ
る
と
劾
奏
し
た
中

に
、
文
彦
博
と
萢
純
仁
を
識
る
部
分
が
あ
っ
た
た
め
に
太
后
の
怒
り
を
買
っ
た

と
い
う
。
こ
の
記
事
は
、
当
時
四
川
出
身
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
彦
博

と
萢
純
仁
が
蜀
党
の
同
調
者
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
役
法

を
め
ぐ
る
論
争
、
そ
し
て
こ
の
「
洛
蜀
党
議
」
を
見
る
限
り
に
お
い
て
、
蘇
転

と
萢
純
仁
は
同
じ
政
策
集
団
を
形
成
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

青
苗
法
に
関
し
て
は
、
両
者
の
意
見
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
両
者
の
主
張
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
萢
純
仁
は
国
家
財
政
の
立
場

か
ら
で
あ
り
、
蘇
賦
は
抑
配
を
受
け
る
農
民
の
立
場
か
ら
と
い
う
別
の
視
点
に

よ
っ
て
で
あ
る
。

四
　
お
わ
り
に

　
以
上
、
二
章
で
は
、
司
馬
光
の
後
継
者
と
な
る
呂
公
著
が
青
苗
・
募
役
・
保

甲
法
に
つ
い
て
肯
定
的
評
価
を
下
し
、
そ
れ
ら
の
修
正
と
存
続
を
考
え
て
い
た

こ
と
、
三
章
で
は
、
旧
法
党
の
領
袖
た
る
司
馬
光
さ
え
も
青
苗
法
は
財
源
確
保

に
有
効
と
認
め
て
い
た
こ
と
、
ま
た
役
法
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
同
じ
意
見
を
持
っ

て
い
た
苑
純
仁
と
蘇
輯
が
青
苗
法
に
つ
い
て
は
意
見
を
異
に
し
た
こ
と
を
述
べ

て
き
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
旧
法
党
は
明
確
な
指
向
性
を
持
っ
た
政
治
集

団
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
旧
法
党
を
、
司
馬
光
・
呂
公
著
の
指

導
の
下
ま
と
ま
っ
た
保
守
集
団
と
誤
認
し
て
し
ま
う
の
は
、
洛
党
の
流
れ
を
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

む
『
宋
史
』
お
よ
び
『
宋
史
紀
事
本
末
』
の
編
者
が
、
旧
法
党
内
の
動
揺
と
対

立
を
意
図
的
に
隠
蔽
ま
た
は
強
調
し
て
い
る
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
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呂
公
著
の
新
法
評
価
を
一
切
記
載
せ
ず
に
、
呂
公
著
を
司
馬
光
の
後
継
者
た
る

名
臣
と
記
し
て
い
る
こ
と
や
、
青
苗
法
廃
止
の
際
、
司
馬
光
が
青
苗
法
の
一
時

再
開
の
全
責
任
を
他
7
0
純
仁
に
帰
し
た
こ
と
を
記
さ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
も

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
必
ず
し
も
蘇
転
と
の
政
策
論
が
「
致
し
て
い
な
か
っ

た
萢
純
仁
を
蜀
党
の
同
調
者
と
み
な
し
た
こ
と
も
そ
の
現
れ
で
あ
る
。

　
さ
て
今
回
は
、
元
祐
更
化
以
後
旧
法
党
の
中
心
人
物
と
な
る
呂
公
著
・
司
馬

光
・
萢
純
仁
ら
を
手
懸
り
に
し
て
、
旧
法
党
と
は
何
か
を
考
え
て
み
た
。
そ
の

結
論
は
右
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
ま
だ
納
得
で
き
な
い
事
柄
が
あ
る
。
旧

法
党
に
つ
い
て
を
考
え
る
際
に
、
や
は
り
煕
寧
二
（
一
〇
六
九
）
年
以
後
の
数
年

間
の
動
き
、
つ
ま
り
旧
法
党
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
を
無
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
如
何
な
る
理
由
で
旧
法
党
に
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

か
、
興
味
あ
る
人
物
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
問
題
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て

い
き
た
い
。

　
　
注

（
1
）
　
『
蘇
東
披
全
集
』
奏
議
集
巻
四
。

（
2
）
　
蘇
轍
は
、
元
祐
四
年
一
一
月
一
〇
日
に
も
「
論
役
法
差
雇
利
害
起
請
画
一
状
」

　
（
『
蘇
東
披
全
集
』
奏
議
集
巻
六
）
を
上
奏
し
、
あ
い
か
わ
ら
ず
差
役
法
に
反
対
し
て
い

　
る
。（

3
）
　
拙
稿
「
旧
法
党
官
僚
再
考
－
蘇
轍
を
手
懸
り
に
ー
」
三
章
を
参
照
。

（
4
）
　
『
苑
忠
宣
公
文
集
』
奏
議
集
巻
下
「
奏
乞
保
甲
井
用
冬
教
」
が
原
文
で
あ
る
。
苑

純
仁
は
同
七
月
に
も
再
度
「
奏
乞
棟
閲
保
甲
」
（
同
巻
）
を
上
奏
し
て
い
る
。

（
5
）
　
王
存
の
こ
の
発
言
の
日
付
け
は
『
長
編
』
で
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
「
畿
内
保

甲
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
や
は
り
元
豊
八
年
七
月
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
6
）
　
『
宋
史
』
は
、
往
々
に
し
て
事
の
経
過
を
曖
昧
に
記
す
る
こ
と
が
あ
る
。
以
下
の

　
日
付
け
は
『
長
編
』
に
よ
っ
て
補
っ
た
。

（
7
）
『
蘇
東
披
全
集
』
奏
議
集
巻
三
。

（
8
）
　
注
（
3
）
の
拙
稿
参
照
。

（
9
）
　
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
近
藤
一
成
氏
「
「
洛
蜀
党
議
」
と
哲
宗
実
録
1
『
宋

史
』
党
争
記
事
初
探
ー
」
（
『
中
国
正
史
の
基
礎
的
研
究
』
早
稲
田
大
学
文
学
部
東
洋

史
研
究
室
編
　
一
九
八
四
年
）
に
詳
し
い
。

（
1
0
）
　
こ
の
よ
う
な
例
は
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
『
宋
史
』
巻
三
三
八
、
列
伝
第
九
七

　
の
蘇
轍
伝
で
は
役
法
を
め
ぐ
っ
て
論
争
す
る
蘇
賦
と
司
馬
光
の
対
立
関
係
を
こ
と
さ
ら

曖
昧
に
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
注
（
3
）
の
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ

　
き
た
い
。


